
電子契約システムは、これまで紙により実施していた契約手続きをインターネットを介
して行うシステムです。場所や時間の制約を最小限として契約業務等が電子的に実施でき
るメリットがあります。

今般、中部森林管理局では、電子契約システムの契約業務（当面は契約締結（変更契約
含む）のみ）について、令和８年１月以降に入札公告する案件から試行的導入を行うこと
としました。

入札公告に「電子契約システム試行対象案件」と記載されている工事・業務においては、
民間利用者側も当該システムの利用者登録にあらかじめご協力をお願いいたします。

（電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する
場合があります。）

【契約業務の処理イメージ】

【電子契約システム利用に当たって必要なもの】

PC
インターネット

環境

電子証明書
ICカード、カードリーダ

等

☞電子契約システムプラグインのインス
トール

☞ブラウザ(Edge,Chrome等)の設定

☞電子契約システム利用者登録

電子契約システム>> https://www.gecs.mlit.go.jp/index.html

利用環境準備の詳細はこちら >> https://www.gecs.mlit.go.jp/prepare.html

動画マニュアルはこちら
Microsoft Edgeご利用の方 >> https://www.youtube.com/watch?v=5PRlCT2snck
Google Chromeご利用の方 >> https://www.youtube.com/watch?v=d8iD0xhSCMk
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